
住宅地区改良事業
本事業は住宅地区改良法に基づき、不良住宅が密集することにより、保安衛生等危険･有害な状況にある地区において、

不良住宅を除却し、従前の居住者のための改良住宅を建設することによって、住環境の整備改善を図り、健康で文化的な生

活を営むに足る住宅の集団的建設を促進することを目的としている。

改良住宅建設戸数 （単位：戸）

地 区 名施 行 者 事業計画年度 S51～S19 Ｈ２０ Ｈ２１ 合計

若 狭 那 覇 市 S51 ～ S53 240 - - 240

壺 川那 覇 市 S58 ～ H4 189 - - 189

中 央 うるま市（旧石川市） H12 ～ H16 40 - - 40

安 慶 名 う る ま 市 H14 ～ H19 120 - - 120

豊見城団地 沖 縄 県 H16 ～ H24 351 58 - 409

豊見城団地 豊 見 城 市 H16 ～ H24 357 0 62 419

1,297 58 62 1,417合計


